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研究開発者の人材管理の国際比較

千葉大学 中原秀登

はじめに

 企業活動のグローバル化の進展 とともに，研究

開発の国際化 も着実に進展 しつつある。研究開発

の国際化は，グローバルな観点から優れた研究開

発の資源を活用 し，開発優位性を追求 していくた

あの重要な研究開発のグローバル戦略である。 し

か しなが ら研究開発の国際化は，その人的担い手

としての研究開発者の採用をはじめ，能力開発や

評価 ・処遇など国内と異なった開発マネジメント

上の問題をもた らすこととなる。

 本稿では，研究開発の国際化に伴って生 じる研

究開発者のマネジメントの問題について，日本，

英国，韓国とインドの企業における研究開発者へ

の質問紙調査1)(以下本調査と略す)に 基づき，採

用をはじあ，能力開発および評価 ・処遇の管理シ

ステムに焦点をあててその特徴を明らかに してい

く。ついで，その国際比較を通 して共通化の方途

から研究開発者のグローバルな人材管理システム

のあり方について考察 し，その中で日本企業にお

ける研究開発者の管理 システムにおいて見直すべ

き点についてみていく。

1各 国人材管理 システムの特質

 1採 用システム

 研究活動を活性化 し，開発優位性をグローバル

に追求 していく上で重要な課題となるのが，研究

人材の採用である。まず は，研究人材 の採用 に

とって重要な要因となる各国労働市場の特徴にっ

いて，研究開発者の転職を通 してみていく。

 本調査より，転職経験のある各国研究開発者の

比率は，英国の58.9%， イ ンドの38.9%， 韓：国の

16.7%に 対 して，日本は6.9%で あった。また転

職者の平均転職回数 も，英国の2.23回 ，インドの

1.69回 ，韓国の1.21回 に対 して 日本 は1.20回

と，日本での転職は少なくかっ活発なものでない。

 このことは，日本企業における研究開発者の同
一企業内での長期雇用を証左するものである。そ

れに対 して，英国やインドの外国企業の研究開発

者では，高学歴の資格をもつあるいは即戦力とな

る実績をもつ研究開発者ほど，それに対応 した経

済的条件やポストなど良い処遇を求めた転職が活

発である。 しかも転職回数が多いことか らも，転

職を繰 り返すことでキャリアを形成 していく特徴

が窺われる。またこのことは， 日本では採用後，

長期的な観点からの企業内訓練を経て同一企業内

でキ ャリアが形成 されるたあ転職が行われに く

く，他方で英国やインドでは採用時点で資格や能

力が評価され，実績に基づいて絶えず処遇やキャ

リアが形成されるので転職 も行われやすいことを

示唆 していよう。いずれにしても日本 と比べて，

英国やインドでのキャリア形成に適 した資格や実

績重視による活発な転職活動の，ひいては研究人

材の流動的な労働市場の特徴が窺われる。

 2 能力開発システム

 採用 した研究開発者の戦略的な活用により研究

成果を高あていく上で，グローバルに共通 して重

要な課題 となるのが，研究開発者の能力開発であ

る2)。そこで， 表1よ り各国企業の最も重視する

研究者の能力開発方法の特徴からみてい く。

 日本企業 は，先輩や上司の指導による 「OJT」

を中心 とした実際の業務経験を通 した現場主義型

の能力開発方法を圧倒的に重視 している。それに

対 して外国企業では， 日本企業 と同様，現場主義

型の中で 「OJT」 の重視，および人事異動型に対

する低い評価が共通 してみられる。 しかしながら

日本企業と比べて外国企業では，現場主義型の中

で 「責任の重い仕事の経験」や 「新プロジェクト

の推進」といった，いわば他の研究開発者との独

自な研究実績をもたらし，その結果責任を明確に

するような特定業務の経験を通 した，あるいは専

門能力の応用力を独 自の方法 により高めていく

「自己啓発」を中心に能動的に能力を開発 してい
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表1 研究開発者の能力開発方法
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く自発型の能力開発方法がより重視されている特

徴が看取 される。

 3 研究成果

 これまで研究開発者の採用や能力開発方法を通

して，各国人材管理 システムの特徴についてみて

きた。っいで，そうした各国人材管理システムの

下での研究成果について，内外での学会発表や論

文掲載，社内外表彰，招待講演，国際会議の主催

や座長などむしろ研究者個人に関連 した研究成果

と，内外特許申請，製品化および事業部からの要

請など組織協調的な活動を通 して製品事業や企業

業績に直接関連 した会社関係の研究成果に分けて

表2よ りみていく。

 日本では，内外学会発表，招待講演や国際会議

など研究者個人の研究成果に比べて，内外特許申

請を中心とした会社関係の研究成果の加重平均値

が大きくなっている。韓国でも，研究者個人の研

究成果と比べて，特許申請，製品化や事業部への

要請など会社関係での研究成果の加重平均値が大

きくなっている。このことは，一っに企業内での

長期雇用やOJTな ど現場主義型の能力開発 を通

してもたらされる研究成果として組織協調的な会

社関係での研究成果への影響が大 きくなったと考

え られる。それに対 して英国では，会社関係の研

究成果の他に，内外学会発表をはじめ，海外論文

掲載，招待講演や国際会議など研究者個人の研究

成果の加重平均値が相対的に高 くなっている。イ

ンドでは，会社関係の研究成果に比べて内外論文

掲載，社内外表彰，招待講演など研究者個人の研

究成果の加重平均値が大 きくなっている。これ

は，一っに流動化 した労働市場で研究者個人の能

力や資格を重視 した採用をはじめ，結果責任の明

確な責任の重い仕事など現場主義型，お よび自己

の専門能力を独自に高あていく自己啓発を中心 と

した自発型の能力開方法を通 して もたらされる研

究成果 として研究者個人の研究成果への影響が大

きくなったと考えられる。

 いずれに しても組織協調的な会社関係での研究

成果の高い日本や韓国では，転職の少ない同一企

業内での長期雇用やOJTな ど現場主義型の能力

開発方法が重視 され，また研究者個人での研究成

果の高い英国やインドでは，流動化 した労働市場

での採用をはじめ，独 自の専門能力の開発を行う

自己啓発を中心 とした自発型の能力開発方法 と

いった研究者個人の能力や資格を重視 した人材管
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表2 研究開発者の研究成果
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注)実 施者率は，回答者総数の中で当該研究成果をあげた回答者の比率を表わす.
  成果度数は，当該研究成果回数の総合計を表わす.

  加重平均は，成果度数を各研究成果の回答者総数で除した数値で，全回答研究者1人 当たりの当該研究成
  果の平均度数を表わす.

理システムがとられていた。換言すると，同一企

業内での長期雇用やOJTな ど現場主義型の能力

開発方法は会社関係の研究成果に，また研究者個

人の専門能力を重視 した流動的な採用や自発型の

能力開発方法は研究者個人の研究成果にそれぞれ

大きな影響を及ぼすといえよう。

 4 評価 ・処遇 システム

 研究開発者の採用をはじあ，研究開発者を動機

づけ，研究活動や研究成果に大きな影響を及ぼす

のが，研究開発者の評価 ・処遇 システムである。

そこで，研究実績の評価に基づ く各国企業の重視

する研究開発者に対する処遇策の特徴について表

3よ りみていく。

 日本企業は，研究成果として大きい会社関係の

研究成果を中心 とした研究実績に対 して 「ボーナ

ス」や 厂昇給」の経済的報酬をはじめ，社内で名

誉的な意味合いの強い 「社内の賞」といった特別

賞，職位面での 「管理職への昇進」による処遇策

を重視 している。それに対 して英国企業では，研

究成果の大 きい研究者個人の研究成果を中心とし

た研究実績に対 して， 日本企業と同様，経済的報

酬 としての 「昇給」や 「ボーナス」をはじめ，職

位面での 「管理職への昇進」の他に，「高度研究専

門職への登用」， および 「研究テーマ設定の自由

度」 といった研究活動上の自由などの処遇策が重

視 されている。 日本企業と同様，会社関係での研

究成果の大 きい韓国企業では，その実績評価とし

て 「ボーナス」や 「社内の賞」など特別の報奨，

および職位面での 「管理職への昇進」が重視され

ている。また会社関係に比べて研究者個人の研究

成果の大 きいインド企業では，経済的報酬として

の 「昇給」や 「ボーナス」をはじめ，職位面での

「管理職への昇進」の他に，「研究テーマ設定の自

由度」が実績評価に対する処遇策 として重視され

ている。

 いずれにしても研究実績の評価に基づく処遇策

として，経済的報酬 としての昇給やボーナスをは

じあ，職位面では報酬や仕事上の権限との相関が

強 くかっ社内外でのステータスを表わす管理職へ

の昇進を各国企業は共通 して重視 していた。その

中で，会社関係の研究成果の大きい日本や韓国企

業では，組織協調的な処遇策として，仕事上の権

限との相関が強い昇給やボーナスの経済的報酬お



76

表3 研究開発者への処遇策
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よび管理職への昇進を， また研究者個人の研究成

果の大 きい英国やインド企業では，研究者個人の

専門能力の発揮を重視すべき高度研究専門職への

登用や研究テーマの自由設定などの研究活動上の

条件 を重視 した処遇策の特徴がそれぞれみ られ

た。

II人 材管理システムの共通化

 研究開発の国際化に伴い大きな課題 となる研究

開発者の各国人材管理システムの特徴について，

採用をはじめ，能力開発，評価 ・処遇 システムの

観点からみてきた。ついで，その特質を踏まえた

上で，研究開発の国際化にあたって研究人材を戦

略的に活用し，研究活動を活性化 していく研究開

発者のグローバルな管理システムのあり方にっい

て，一つの試論 として各国人材管理システムの共

通化の方途から考察 し，かっその中で日本企業の

人材管理 システムにおいて見直すべき点について

合わせて考察 していく。

 1採 用システム

 開発環境が急速かっ多様に変化する中で，研究

活動を活性化 していく上で，優れた専門能力や研

究実績をもった多様な研究人材をグローバルな観

点から必要な時に，必要なだけ確葆 していく採用

戦略が，各国の開発マネジメントにおいて重要な

共通課題 となる3)。この課題に対 して， 一つに即

戦力となる研究人材を中途採用 していく採用方式

があげられる。

 本調査において，研究活動の活性化にとって外

部からの有能な研究者のスカウトが役立つと評価

す る研 究 開 発 者 は， 日本 の62.4%， 英 国 の

85.4%， 韓国の70.1%， インドの84.0%と ，各国

共通 して大 きな評価がみられる。また中途採用に

関連 した研究者サイ ドからの転職志向について，

本調査より研究者が将来働 きたい場所を通 してみ

ていく。現在の会社以外で将来働 きたいとする各

国 の転 職 希 望 者 は，日本 の23.9%， 英 国 の

31.4%， 韓国の65.4%， インドの54.3%と ，既出

の転職経験者比率と比べて もその転職志向は各国

共通 して高 く，中途採用を促すべき研究開発者の

転職志向も潜在的に高いものとなっている4)。こ

のことからも，研究開発者の資質に大きく依存す

る研究活動を活性化 してい くというグローバルに

共通 した目的に対 して，即戦力として優れた研究

能力や実績をもつ研究人材を外部の労働市場か ら

機動的に調達 してい く中途採用が，採用システム



における共通化の一つの方途と考え られる。

 こうした方途には，確かに日本以上に活発な転

職のみられる外国企業の採用方式の間で共通性が

みられる。 しかしながら他方で，安定雇用志向の

強い5)，なかでも実績の認あ られた研究開発者，

ないし製品化や事業部からの要請などチーム研究

として長期にわたる組織協調的な研究活動に対 し

ては，日本企業でみられた安定 した同質の研究者

集団を形成する新卒定期採用による長期雇用 も必

要となろう。こうした点からも，会社関係や研究

者個人といった多様な研究成果をあざして多様な

専門能力をもっ研究人材を戦略的に採用 していく

グローバルに共通する目的に対 しては，流動化す

る労働市場の中で中途採用や新卒定期採用など採

用方式を多様化 していくことが，各国採用システ

ムの共通化の方途 と考え られる。

 その中で， これまで大学関係の入職経路6)によ

る新卒定期採用を中心 に長期雇用をとってきた日

本企業の採用戦略にとって，多様な研究人材を戦

略的に採用するたあに，公募や自由応募など多様

な入職経路による外部労働市場に依存 した中途採

用や任期付 き採用など採用 システムの見直しが必

要となろう7)。

 2 評価 ・処遇 システム

 研究開発の国際化に際 して，多様な研究人材を

戦略的に確保 し，研究活動を活性化 し，かっ多様

な研究成果をあげていく上で，研究開発者の能力

や実績を評価 し8)，それに対する処遇のあり方が，

各国の開発マネジメントにおいて共通 した課題 と

なって くる。そこで，実績評価に対 してその対象

である各国研究開発者自身にとって重視 して欲 し

い処遇策について，会社の重視する処遇策と合わ

せて再び表3よ りみていく。会社関係の研究成果

の大 きかった日本では，経済的報酬としての 「昇

給」や 「ボーナス」については会社の重視する処

遇策と同様であるが，職位面では 「高度研究専門

職への登用」を，また 「研究テーマ設定の自由度」

や 「研究活動の自由裁量度」の研究活動上の自由，

さらには留学など 「研究機会の提供」 といった能

力開発までの幅広い処遇策が研究開発者にとって

強 く望まれている。
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 それに対 して研究者個人の研究成果の大 きかっ

た英国の場合，経済的報酬 としての 「昇給」や

「ボーナス」をはじあ，職位面での 「高度研究専門

職への登用」，および 「研究テーマ設定の自由度」

や 「研究活動の自由裁量度」の研究活動上の自由

については会社 の重視する処遇策 と同様である

が，高度研究専門職への登用と研究テーマの自由

設定が研究開発者にとっての処遇策として強 く望

まれている。また会社関係の研究成果の大きか っ

た韓：国では，会社の重視するボーナスや社内賞に

かわって，研究開発者にとって経済的報酬として

の 「昇給」 をはじめ，「研究機会の提供」， 「リフ

レッシュ休暇」，「研究テーマ設定の自由度」，「研

究活動の自由裁量度」など研究活動上の条件整備

に対する処遇策が強 く望まれている。 さらに研究

者個人の研究成果の大 きかったインドでは，経済

的報酬としての 「昇給」や 「ボーナス」をはじめ，

「研究テーマ設定の自由度」や 「研究活動の自由裁

量度」など研究活動上の自由，および職位面での

「管理職への昇進」については会社の重視する処

遇策と同様であるが，職位面での 「高度研究専門

職への登用」をはじあ，「研究機会の提供」，「研究

費の増額」や 「研究スタッフの増員」など研究条

件 の改善などよ り広範な処遇策が研究開発者に

とって望 まれている。

 いずれにしても研究開発者の動機づけとして大

きな影響を及ぼす実績評価に対する処遇策 とし

て，研究者個人ないし会社関係の研究成果という

実際のアウトプットに対する経済的報酬としての

昇給やボーナス，および職位面での管理職への昇

進 といった会社の重視する一面的な処遇策ばかり

でなく，高い研究成果をあげるたあの研究活動上

の条件として，いわばインプット面で研究活動へ

専念できるような高度研究専門職への登用や研究

活動上の自由などの条件整備を処遇策 として各国

研究開発者は共通 して望んでいた。 この意味で，

アウ トプットとしての実際の実績評価に対する一

面的な処遇策ばか りでなく，むしろ多様な研究成

果をもた らすべき研究活動上の条件整備など多様

な処遇策を拡充，整備 していくことが，各国共通

した実績評価に対する処遇システムの一つの方途

になってい くものと考え られる。
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 その中で， これまでアウトプットとして会社関

係を中心とした研究成果に対する集団主義的な評

価を通 して年功的な経済的報酬や管理職への昇進

といった画一的な処遇策を重視す る日本企業の処

遇システムにとって，研究活動の主体でありかっ

動機づけの対象である研究開発者に対 して，会社

関係ないし研究者個人の多様な研究成果をもたら

すべき研究活動上のインプット面 としての高度研

究専門職への登用，あるいは研究活動の自由裁量

や研究機会の提供といった研究活動上の条件など

多様な処遇策を整備 していく見直 しが必要 となろ

う。またこの見直 しは，研究成果によって経済的

報酬をはじあとした多様な処遇策を決定 していく

成果主義を推 し進あることとなろう。

 3 研究専門職制度

 実績評価に基づ く職位上の処遇策として，各国

研究開発者にとって管理職への昇進と並んで高度

研究専門職への登用がより強 く望まれていた。 し

かも日本 と比べて外国では，研究能力に対する限

界年齢の意識が低 く， さらに研究能力の限界要因

に対 しても，研究活動以外の管理業務の多忙など

による，いわば研究能力の衰えとは直接関係ない

要因の強いことが本調査より各国共通 してみ られ

た9)。 このことから， 研究開発者の専門能力を年

齢にかかわらず，また雑事に費やさず戦略的に活

用 し，かっ職位上の処遇策 として研究開発者を動

機づけていく各国共通 した処遇策 として研究専門

職制度があげられる。

 そこで，本調査より高度研究専門職に対する各

国研究開発者の評価についてみていく。高度研究

専門職 に 「ぜひ就 きたい」と 「できれば就きたい」

の 肯 定 的 な評 価 が，日本 の71.9%， 英 国 の

60.8%， 韓国の74.4%， イン ドの68.6%と ，消極

的な評価を日本で43.9ポ イント，英国で21.6ポ

イント，韓国で58.5ポ イント， インドで37.6ポ

イントそれぞれ上回っており，各国共通 して肯定

的な評価がみられる。 またその評価理由について

は，各国の研究開発者の間で 「研究職に性格的に

適 している」(日 本の45.4%， 英国の38.0%， 韓：

国の35.3%， インドの24.0%)， 「研究活動に専念

したい」(日 本の40.8%， 英国の18.5%， 韓国の

34.4%， インドの22.4%)， および 「大きな仕事が

できる」(日 本の8.7%， 英国の41.5%， 韓国の

26.8%， インドの38.5%)の 事由が大きくなって

いる。いずれにしても高度研究専門職 に対 して，

日本では研究活動への専念から，外国では研究専

門職で大 きな仕事のできる理由から制度 として高

い評価がみられる。

 しかしながら他方で，「管理職での大きな仕事」

(日本の31.1%， 英国の21.2%， 韓国の10.5%，

インドの18.7%)に みられるように，日本では権

限の大 きいライン管理職への魅力から， また外国

では 「管理職での処遇面」(日本の3.7%， 英国の

9.8%， 韓国の9.4%， インドの16.3%)， 「管理職

での高い昇進」(日本の3.1%， 英国の11.4%， 韓

国の14.3%， インドの7.3%)や 「管理職の社内

的ステータス」(日本の3.1%， 英国の9.8%， 韓国

の7.4%， インドの8.1%)な ど，管理職 と比べて

処遇やステータス面での見劣 りから高度研究専門

職が敬遠されている。

 したがって今後，実績評価に対する処遇策 とし

て研究開発者を職位面か ら動機づけ，研究能力を

戦略的に活用 していくべき研究専門職を制度 とし

て意義あるものにしていくには，研究能力に対す

る過剰な限界年齢の意識を取 り払 った上で，研究

能力や管理能力の明確な評価を前提に，優秀な研

究者を雑事に費やすことなく，高度な研究活動上

の専門性を求めることはもちろんのこと，管理職

に劣らない職位上の権限や研究活動そのものに対

する裁量権を十分に付与 した魅力的な職位に整備

し，運用 してい くことが各国共通 して必要となろ

う10)。まさにそれは，研究専門職の制度上の各国

共通 した方途の一っとなろう。

 その中で， 日本企業における現行の管理職に就

けなかった研究開発者に対する，あるいは研究能

力が伸 び悩む40歳 代 か らの年功的なキ ャリア

ルー トを保証する処遇策 としての専門職制度の運

用上の見直しが必要 となろう11)。

 4 能力開発 システム

 研究人材の戦略的活用はもとより，採用戦略の

見直 しに伴い，また実績評価に対する処遇策 とし

て各国共通 して重要な開発マネジメント上の課題



が，研究開発者の能力開発である。なかでも研究

開発の急速な高度化に伴い，研究開発者の保有す

る知識の陳腐化が以前にもまして進む中で，長期

雇用を前提とした新卒者の企業内育成を重視 した

日本企業はもとより，転職など研究人材の流動化

が活発な外国企業にとっても，多様な研究成果を

あげていく上で研究活動の担い手である研究開発

者の能力開発が重要な課題となってくる。

 そこで，再び表1よ り研究活動の主体であり，能

力開発の対象である研究開発者自身にとって有効

な能力開発の方法を，会社の重視する方法と合わ

せてみていく。各国の研究開発者にとって，先輩

や上司の指導による「OJT」や「責任の重い仕事の

経験」など，実際の業務経験や結果責任の伴 う仕

事を通 して能力を開発 していく現場主義型を主体

に，さらに新 しい発想を刺激するたあ社内外の情

報に接触する独自の学習機会を通 した自己啓発が

共通 して有効な能力開発方法であり，定期異動な

どによる人事異動型の有効性は低 くなっていた。

なかで も日本企業における 「OJT」 の高い評価 と

「責任の重い仕事の経験」の低い評価を除き，研究

開発者にとって有効な能力開発方法 と会社の重視

する能力開発方法とは同様の結果となっている。

 このことは，会社関係ないし研究者個人の多様

な研究成果をあげてい く上で，企業内での固有な

技術開発力の蓄積や関連深い一連のキャリア形成

のたあに有効なOJTを はじあ，他の研究開発者

との独自性を明確に し，明確な結果責任が求め ら

れる業務の遂行を通 して能力の伸張が実感される

責任の重い仕事を通 した現場主義型を主体に，自

らのキャリア展望から企業内外での独 自な学習機

会を通 して能動的に能力を開発 していく自発型の

能力開発を組み合わせながら，かっ研究開発者の

主体性を尊重 していく能力開発の方法が各国共通

して有効でありかっ企業によっても重視されてい

ることを意味 していよう。

 いずれにしても研究開発者にとって有効なある

いは会社の重視する能力開発の方法として，OJT

をはじめとした責任の重い仕事などの現場主義型

を主体に， 自己啓発を中心 とした種々の方法によ

る自発型の， しかも研究開発者の主体性を尊重 し

て能力を開発 していくことが各国共通 してみ られ
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た。まさにそれは，研究開発者の能力開発方法に

おける国際的な共通化の一つの方途になるものと

考えられる。

 その中で，研究開発者の能力開発の方法として

OJTを 特に重視 している日本企業にとって，他の

研究開発者 との結果責任やオ リジナ リティを明確

にするような種々の現場主義型，および自主的に

能力を開発 していくべき種々な自発型の能力開発

方法を社内外で積極的に提供 してい くような見直

しが必要となろう。

おわ りに

 研究開発の国際化が進展する中で，研究人材を

戦略的に活用 し，研究活動を活性化 し，研究成果

をあげていく上で，その開発マネジメントが各国

において共通の課題となって くる。そこで本稿で

は， 日本，英国，韓国とインド企業の研究開発者

への質問紙調査の結果 に基づき，表4の ように，

研究開発者の採用をはじめ，能力開発や評価 ・処

遇など各国管理 システムの特徴を明 らかにし，そ

の共通化の方途から研究開発者のグローバルな人

材管理 システムのあり方について考察 し，さらに

その中で日本企業の研究開発者に対する人材管理

システムにおいて見直すべき点 についてみてき

た。

 この研究開発者に対するグローバルな管理シス

テムは，単なる外国企業における人材管理 システ

ムの導入ないしその転換ではなく，企業独 自の新

しい人材管理システムの創造をあざし， 自社の人

材管理システムを見直 していく一つの契機にして

い くことを意味するものである。ただし，そうし

た研究開発者に対する人材管理 システムを構築

し，運用 してい く上での前提条件として，国際的

にそれぞれ異なった文化や価値観と積極的に接触

し，理解 してい くことをはじめ，本調査において

日本の87.4%， 英国の75.5%， 韓国の91.1%， イ

ンドの72.0%と 各国共通 して多 くの研究開発者

によ りその重要性が認識 されているように，採

用，能力開発や処遇に際して研究開発者の能力，

適性や研究実績を的確かつ公平に評価 していくこ

とが大きな課題 となってこよう。
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注

1)本 質問紙調査の質問項 目と結果 につ いて は，慶應

  義塾 大 学 産 業 研 究 所 『組 織 行 動 研 究』No.29，

  1999年3月 を参照.

2)本 調査 よ り，研究開発者の活性化のため能力開発

  の重要性 が，日本の76.6%， 英国の79.2%， 韓 国

  の91.2%， イ ン ドの82.2%と ，各国研究開発者

  の間で共通 して高 く評価 されてい る.

3)本 調査 よ り，研究開発者 の活性化 のため研究人材

  の多様性 に対 する重要性 が，日本 の65.4%， 英国

  の66.7%， 韓国 の56.9%， イ ン ドの65.3%と ，

  過半数 を越 えて各 国研究 開発者 の間で共通 に評

  価 されて いる.ま た多国籍 の研究人材 を募 るため

  1996年 か ら旭 化成 が始 めた 「ボー ダ レス採用」

  を通 して，会議が英語で行われ たり，先輩や同僚

  に遠慮 せず アイデ アを発表す ることが研究所 に

  刺激 を与 え，研 究報告数 が増え るな ど研 究成 果が

  向上 したとい う，まさに研 究人材 の多様化 を通 し

  て研 究 活動 の活 性化 され たケ ー スがみ られ る.

  『日本経済新聞』1999年3月21日.

4) しか も入社 に際 して，研 究開 発者 の帰 属意 識 に

  つ いて本調 査 よ りみて い くと，会社 お よび所属

  部門が， 日本の19.1%， 英 国の24.4%， 韓国 の

  23.1%， イン ドの37.7%に 対 して， 研究開発職

  お よ び 研 究 対 象 は， 日 本 の61.4%， 英 国 の

  46.1%， 韓国 の59.1%， イ ン ドの51.2%と ，各

  国 共通 して職務 や研究 活動 への帰属意 識が 強 く

  な っている.こ の ことか らも，研 究開発者 の入社

  にあたっては，組織 よ りもむ しろ職務 や研究 活動

  へ の帰属 とい う， いわば研 究開発 者 と して プ ロ

  フェ シ ョナル な意識 を強 くも った入社志 向 の強

  まることが窺 われ る.

5)本 調査 より，研究開発者 の活性化 のため安定雇用

  に 対 す る重 要 性 が， 日 本 の52.8%， 英 国 の

  67.0%， 韓国の78.4%， イ ンドの81.3%と ，各国

  研 究開発者の間で共通 して高 く評価 されて いる.
6)本 調査 よ り，研 究人材 の入職経路 につ いてみて い

  くと，大学 の先生 を中心 とした大学 の先輩や就職

  担 当部 な ど大学 関係 の紹介 によ る入 職経 路 が，

  日本 の66.0%に 対 して，英 国 の8.9%， 韓 国 の

  37.3%， イ ン ドの14.6%と ， 日本 では大学関係

  の紹 介 によ る入職経 路が圧 倒的 に多 くな って い

  る.

7)採 用 システムの多様化 と して，例え ば大 日本印刷

  は，本業 の印刷技術 を核 に，定 期採 用の他 に，高

  い専 門知識 を持っ 「キャ リア採用」をは じめ，大

 学卒業後2～3年 企業 に勤務 した経験 を持っ 「第

 二新卒採用」， 海外 の大学卒業 者に対す る 「秋季

 採 用」な ど，採用 方法 を多様 化 して い くとと も

  に，採用 にあた ってイ ンターネ ッ トや情報誌 な ど

  によ り随時募集 し，必要 な研究人材 の採 用基 準や

 採用方法 を公開 しているケースがみ られる.『 日

一 研究開発者の人材管理の国際比較一一  81

  経産業新 聞』1998年8月21日.

8)本 調査 よ り，研究開発者 の活性化 のたあ研究成果

  に対 する評価 の重要性 は，日本 の93.9%， 英 国の

  82.4%， 韓 国の91.3%， イ ン ドの84.1%と ，各

  国研 究開発 者の間 で共通 して圧倒 的 に高 く指摘

  されて いる.

9)本 調査 より，研究者 と しての年齢限界 につ いてみ

  て いく。日本で は，「年齢限界 あり」との回答者が

  52.9%と ，外国企業 の回答者(英 国 の26.7%， 韓：

  国の34.5%， イ ン ドの35.2%)と 比べて年齢限

  界 の意識 は強 くな ってい る.ま た研究者 と しての

  限界要 因 につ いて は，「発想 力の 問題」(日 本 の

  13.8%， 英 国の19.3%， 韓 国の14.4%， イ ン ドの

  9.6%)や 「技術革 新についてい けない」(日本 の

  9.1%， 英国の13.4%， 韓 国の10.2%， イ ン ドの

  12.9%)な ど，研究開発者 自 らの研究能力 の低下

  以上 に，「管理業 務の多忙」(日本の28.2%， 英国

  の20.7%， 韓国の23.3%， イ ン ドの17.1%)や

  「研究活動以外の業務の多忙」(日本 の21.4%， 英

  国 の18.5%， 韓 国 の25.6%， イ ン ドの16.8%)

  な ど，研究能力の衰 え とは直接関係な い要因に よ

  り限界要 因の もた らされて い ることが各国共 通

  してみ られ る.

10)本 調査 よ り，研究開発者 の活性化 のため仕事上 の

  権 限 に対 す る重 要性 が， 日本 の55.4%， 英国 の

  61.7%， 韓国の72.9%， イ ン ドの81.7%と ，各

  国研 究開発 者の間 で共通 して大 きく評価 され て

  いる.

11) 日本企業 にお いて，例えば高度 な専門能力を もっ

  研究者の処遇が不利 にな らな いように，人事評価

  の基準か ら管理能力を外 し，研究成果だ けを評価

  の対象 とし，昇進 ・昇 格を一般管理職 とは別体系

  とし，かっ専 門職 か ら一般管 理職 への復帰 も可能

  な魅力的 な専 門職 制度 を導入 して いる村 田製 作

  所 のケースがみ られ る.『日経産業新聞』1998年

  5月29日.
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